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学校いじめ防止基本方針（定時制の課程） 

青森県立八戸中央高等学校 

 

１ いじめ防止基本方針 

  教育は、知・徳・体のバランスのとれた人づくりにある。大人への階段を昇りゆく生徒が集

う本校では、その崇高な目的を見据え、生徒が夢と志をもって学びを深め、自立した社会人に

成長していけるよう教育活動に取り組んでいる。その学びの場は、生徒が集団の中で良好な人

間関係を築き前向きに学習に取り組んでいける環境が保障されていなければならない。しかし、

近年、学校内外におけるいじめがきっかけとなり、不登校になったり、自殺を図ろうとするな

ど、痛ましい事案が全国的に発生している。いじめは、著しい人権侵害であるばかりでなく、

学校の最も大切な学習環境を損ねる行為であり、絶対に許されない行為である。 

  そこで、本校では生徒が集団の中で健全に切磋琢磨し充実した学校生活を送ることができる

よう、いじめ防止体制を整え、その未然防止を図るとともに、いじめが認知された場合におい

ては適切かつ速やかに解決するために、「学校いじめ防止基本方針」をここに定める。 

 

２ いじめとは 

（１）いじめの定義 

  「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心 

理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であっ 

て、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

①「いじめ」に当たるかどうかの判断は、表面的・形式的に行うのではなく、いじめを受け

た児童生徒の立場に立って行う。 

②いじめの認知は、特定の教職員によることなく、いじめ防止委員会等の組織を活用して行

う。 

③「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒や、塾や

スポーツクラブ等当該生徒と何らかの人的関係を指す。 

④「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なこ

とを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであっても、見

えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒

の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。 

⑤いじめを受けた生徒の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、その全てが厳

しい指導する必要があるとは限らない。好意から行った行為が意図せずに相手側の生徒に

心身の苦痛を感じさせてしまったような場合や、軽い言葉で相手を傷つけたがその後教員

の指導によらず良好な人間関係を再び築くことができた場合等においては、「いじめ」と

いう言葉を使わず柔軟に指導することができる。 

⑥具体的ないじめの態様には、次のようなものがある。 

 ・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

・仲間はずれ、集団による無視をされる 

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 



- 2 - 

 

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

・金品をたかられる 

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等 

⑦これらの「いじめ」の中には早期に警察に相談したり通報したりすることが必要なものが

含まれるので、教育的な配慮やいじめを受けた生徒の意向への配慮をした上で、警察と連

携して対応することが必要である。 

 

（２）いじめに対する基本的な考え方 

  「いじめは、どの生徒、どの学校においても起こり得る」との認識の下に、いじめの未然防 

止は学校・教職員の責務と心得、「いじめは絶対に許されない」との認識に立って指導する。 

 

（３）いじめの構造と動機 

  ①いじめの構造 

    いじめは、「いじめを受けている生徒」、「いじめを行っている生徒」だけではなく、

「観衆」「傍観者」などの周囲の生徒が関わっている場合が多く、周囲の生徒の捉え方に

より、抑止作用になったり促進作用となったりする。そのため、単にいじめの当事者だけ

ではなく、周囲の生徒や学級・学年・学校全体の指導も不可欠である。 

  ②いじめの動機 

    いじめの動機には、相手をねたみ、引きずり下ろそうとする嫉妬心、相手を思いどおり

に支配しようとする支配欲、遊び感覚で愉快な気持ちを味わおうとする愉快犯的な心理、

強いものに追従する、数の多い側に入っていたいという同調性、感覚的に相手を遠ざけた

い心理としての嫌悪感、相手の言動に対して反発・報復したい心理、いらいらを晴らした

い欲求不満等が考えられる。 

 

３ いじめ防止の指導体制・組織的対応                 

（１）日常の指導体制 

  いじめを未然に防止し、早期に発見するために、日常の指導体制を以下のとおりとする。 

  ※別紙１ 日常の指導体制（未然防止・早期発見） 

 

（２）いじめ発生時の組織的対応 

  いじめを認知した場合の解決に向けた組織的な対応を以下のとおりとする。 

  ※別紙２ いじめ発生時の組織的対応  

 

（３）いじめ対策協議会といじめ防止委員会の設置 

  校内職員と外部専門家により構成されるいじめ対策協議会と、その補助組織であるいじめ防 

止委員会を置く。 

  構成員、任務等については、別紙１、２のとおりとする。 
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４ 重大事態への対応 

（１）重大事態とは 

  ①生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合 

    生徒が自殺を企図した場合や、いじめを原因として精神性の疾患を発症又は身体に重大

な傷害を負った場合、高額の金品を継続的に奪い取られる等明らかな犯罪行為が認められ

た場合等 

  ②生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合 

    年間３０日を目安とする。一定期間連続して欠席している場合等 

③生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった場合 

    ＊この際は、重大事態が発生したものとして、報告、調査等を行うことになる。 

 

（２）重大事態時の報告・調査協力 

  学校が重大事態と判断した場合（必要に応じて生徒指導委員会、いじめ対策協議会等の検討

を経て）、校長が県教育委員会に報告する。調査主体が学校の場合、いじめ対策協議会を招集

して事実関係を調査するとともに、対策を検討・実施する。また、調査主体が県教育委員会の

場合、指示に従って資料を提出するなど、調査に協力する。 

    

５ いじめの予防 

  いじめ問題で重要なことは、まずいじめを起こさせない予防的取組である。そのため学校の 

教育活動全体を通して、生徒の自己有用感を高め、他者を思いやる心、コミュニケーション能 

力及び社会性を育成することを目指す。 

 

（１）授業の充実、道徳教育の充実 

  ①全校で授業のユニバーサルデザイン化に取り組むことにより、生徒に「わかる」という気   

持ちを持たせるとともに、小さくても成功体験を実感させることで自信を持たせ、自己有   

用感を高める。 

  ②全ての教科で計画的に、人権教育や命を大切にする教育、人間としての生き方在り方を考   

えさせる内容を授業に盛り込む。 

 

（２）特別活動の充実 

  ①ホームルーム活動において、話し合う機会や他の生徒の発表を聞く機会を設定することに   

より、人間関係づくり、集団への帰属意識を高める。 

  ②ボランティア活動や、インターンシップ、アルバイト等を通じて社会性を成長させ、また   

学校外での人間関係づくりに取り組む。 

  ③アサーションに関する講演会等を実施し、自分も相手も大切にする心を育む。 

注）アサーションとは、自分も相手も大切にした自己表現法のことである。生徒には、お互いを大

切にしながら、素直に自分の考えや気持ちを伝えることができるように具体的なコミュニケーシ

ョンの方法を学ばせる。 

④生徒会活動の中に、いじめ防止のための取組を位置づけ、話し合いや意見発表の機会を設

定する。 
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（３）キャリア教育の充実 

  総合的な学習の時間によって、擬似的な社会を体験させることで、ソーシャルスキルを身  

につけ、ことばの力を育成し、社会性を高める。 

 

（４）教育相談・特別支援の充実 

  ①クラス担任以外の教員をキャリアチューターとして配置し、定期的に面談を行うことで、   

早期に生徒の変化を捉える。 

  ②キャリアチューターによる面談の過程でさらなる面談の必要性を感じた場合は、キャリア   

サポーターによる面談を実施し、生徒を重層的に支援する。 

  ③特別に支援が必要な生徒には、学校生活支援委員会の計画によりサポートシート（個別支   

援計画）を作成し、組織的に支援する。 

注）本校では、教頭を含めたすべての教員が「キャリアチューター」として８名程度の生徒を担当

し、担任とは別の視点から生徒を支援している。具体的には、上記のように定期的に面談を行う

ほか、日頃から生徒の相談相手となって学校生活への適応を支援し、進路選択に関する助言など

を行っている。また、担任とキャリアチューターの支援だけでは不十分な場合は、教育相談の知

識と経験が豊富な教員（本校ではキャリアサポーターと呼ぶ）が面談を行う。 

 

（５）情報教育の充実 

  ①教科「情報」において、ネットモラル（正しい使い方）教育を充実させる。 

  ②総合的な学習の時間、講演会等において、ネットリスク（危険性、法的問題）教育を充実

させる。 

 

（６）保護者・地域との連携 

  ①いじめ防止対策推進法、学校いじめ防止基本方針等の周知を図る。学校ホームページに「学

校いじめ防止基本方針」を掲載する。 

  ②保護者対象講演会を実施する。 

  ③ＰＴＡ総会、授業公開、学校説明会等を実施する。 

※別紙３ いじめの予防（具体的計画）  

 

６ いじめの早期発見 

  早期発見の重要なポイントは、生徒観察と情報収集にある。現在すでに実施している関わり

方を、さらに強く意識しながら生徒の言動を注意深く見守り、いじめのサインを見逃すことな

く発見することが求められる。また、多方面からの情報をできる限り多く集め、全員で情報を

共有し、早期に対応することが問題解決の鍵となる。 

 

（１）いじめを受けている生徒・いじめを行っている生徒のサイン 

   ※別紙４ 

 

（２）教室・家庭でのサイン 
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   ※別紙５ 

（３）調査の実施 

  ①定期アンケート（５月、１０月） 

   ※別紙６ 

  ②緊急アンケート 

   ※別紙７       

   ＊②は重大事態及びその可能性がある場合に実施する。 

 

（４）相談体制                      

  ①クラス担任  

日常の変化を捉え、保護者からの情報等も参考にして面談する。 

  ②キャリアチューター  

定期面談（６月、１１月）のほか、必要に応じて面談する。 

  ③キャリアサポーター 

キャリアチューターからの依頼により面談する。 

   ＊①～③への相談は、随時可能とする。 

 

（５）情報の共有 

  ①目撃情報やアンケート、相談内容により、生徒指導部を中心に実態を把握し、いじめ防止 

   委員会の検討を経ていじめを判断する。いじめと判断された場合には、教職員で情報を共   

有し、速やかに県教育委員会へ報告すると共に、必要に応じていじめ対策協議会を招集す

る。 

②全ての過程において、報告・連絡・相談を徹底する。また、収集・作成した資料は、公開

を前提に時系列で記録し保存する。 

 

７ いじめへの対応 

（１）対応への心構え 

 

 

 

 

事実の的確な把握と初期対応が不十分だと、被害・加害両者に学校への不信感が生まれ、問 

題の解決を困難にしたり、状況がさらに悪化してしまうので、いじめへの対応においても、 

 『さしすせそ』の心構えを持って取り組むことが大切である。 

 

（２）対応の基本的な流れ 

  いじめが明らかになった場合、基本的には、「初期対応」→「事実確認」→「保護者対応」 

→「具体的指導」→「予防」の順に、いじめへの対応を図る。ただし、具体的な対応は複数の 

教員により組織的に行われるものであり、同時進行的に行われる場合もある。また、関係機関 

との連携が必要な場合には、情報交換を密にして、一体的な対応を図ることが重要である。 

危機管理における『さしすせそ』 

さ：最悪の事態を想定する  し：慎重に対処する  す：素早く対処する 

せ：誠意をもって対応する  そ：組織の一員として行動する  
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（３）生徒への対応 

①いじめを受けた生徒への対応 

    いじめを受けた生徒の苦痛を共感的に理解し、心配や不安を取り除くとともに、安全を

保障するために継続的に支援することが重要である。 

  ②いじめを行った生徒への対応 

いじめは決して許されないという毅然とした態度で接しながらも、いじめを行った生徒

が抱える問題や背景を理解し、他人の痛みを知ることができるように根気強く立ち直り

を支援する。 

 

（４）関係集団への対応 

   いじめを受けた生徒・いじめを行った生徒だけでなく、おもしろがって見ていたり、見て

見ぬふりをしたり、止めようとしなかったりする集団に対しても、自分たちでいじめ問題を

解決する力を育成することが大切である。 

 

（５）保護者への対応 

  ①いじめを受けた生徒の保護者に対して 

    複数の教員で対応し、学校は全力を尽くすという決意を伝え、少しでも安心感を与えら

れるようにする。 

  ②いじめを行った生徒の保護者に対して 

    事実を確認したら複数の教員で速やかに面談し、丁寧に説明する。 

  ③保護者同士が対立する場合 

    双方の和解を急がず、相手や学校に対する不信感等の思いを丁寧に聞き、寄り添う態度

で臨む。 

 

（６）関係機関との連携 

  学校だけでの解決が困難な場合には、以下にあげる機関と情報交換を行い、協力を得て望ま

しい解決を目指す。 

  ①教育委員会との連携 

   ・関係生徒への支援・指導、保護者への対応方法 

   ・他の関係機関との調整 

  ②警察との連携 

   ・心身や財産に重大な被害が疑われる場合 

   ・犯罪等の違法行為がある場合 

  ③福祉関係との連携（スクールソーシャルワーカーとの協働、児童相談所、民生委員など） 

   ・家庭の養育に関する指導・助言 

   ・家庭での生徒の生活や環境の状況把握、指導・助言 

  ④医療機関との連携 

   ・精神保健に関する相談 

   ・精神症状についての治療、指導・助言 
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   ※別紙８ いじめ対応の事実確認の流れ、具体的対応の流れ 

（７）いじめの解消 

いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要があ

る。また、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得

ることを踏まえ、いじめを受けた生徒及びいじめを行った生徒については、日常的に注意深く

観察する。 

①いじめに係る行為が止んでいること 

 いじめを受けた生徒に対する心理的または物理的な影響を与える行為（インターネットを

通じて行われるものを含む。）が止んでいる状態が、少なくとも３か月以上続いているこ

と。 

②いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

いじめを受けた生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面

談等により確認する。 

 

８ ネットいじめへの対応 

（１）ネットいじめの定義 

  ネットいじめとは、次に示す行為のことであり、犯罪行為である。 

  ①文字や画像を使い、インターネット上の掲示板やＳＮＳ、オンラインゲーム、ブログ（ウェブロ

グ）、プロフ（プロフィールサイト）に、特定の生徒の誹謗・中傷を書き込む行為 

  ②掲示板やＳＮＳ、オンラインゲーム、ブログ、プロフに、本人に無断で、実名や個人が特定で   

きる表現を用いて、電話番号や画像等の個人情報を掲載する行為 

  ③他人になりすまして、無断でプロフなどを作成し、その特定の生徒の電話番号やメールアドレ   

スなどの個人情報を掲載する行為 

  ④他人になりすましてメールを送る、大量にメールを送る、メールを不特定多数の人に送信する   

ことを求める行為 

  ⑤メールを含むインターネット上において、本人または承諾の得られていない第三者の画像等の   

個人情報、金品や謝罪を強要する行為 

  

（２）ネットいじめの予防 

  ①携帯ネット教室等の実施 

   ・外部講師による携帯電話やインターネットの利用（防犯）上の注意喚起 

   ・携帯電話やインターネットの利用に関するアンケート調査 

  ②保護者への啓発 

   ・フィルタリング 

   ・保護者の見守り 

  ③情報教育の充実 

   ・教科「情報」における早期の情報モラル教育 

   ・教科「商業」における情報活用能力を身につけた上での情報モラル教育 

 

 



- 8 - 

 

 

（３）ネットいじめへの対処 

  ①ネットいじめの把握 

   ・いじめを受けた生徒からの訴え 

   ・閲覧者からの情報 

   ・ネットパトロール    

  ②不適切な書き込みへの対処 

     状況確認  →  状況の記録  →  管理者への連絡・削除依頼  

              ↓    ↓ 

        いじめへの対応    警察への相談  

  ③ネットいじめの再発防止 

   ・いじめを受けた生徒への聞き取りと見守り 

   ・いじめを行った生徒への指導的な見守り 

   ※別紙 ９ 生徒アンケート（インターネット等利用状況調査）   

   ※別紙１０ 保護者へのお知らせ（フィルタリング） 

 

９ 評価 

  学校におけるいじめ防止対策が、予定通り実施され、防止効果を果たしているかを検証し、 

次年度への改善につなげるために次のような検証及び検討を行う。 

（１）検証 

  ①生徒に対して、定期的または必要に応じていじめアンケート、個人面談を実施し、検証を 

   行う。 

  ②学校評価保護者アンケート（１２月）に、いじめ対策に関する評価項目を盛り込み、検証 

   を行う。 

  ③学校評価教職員アンケート（２月）に、いじめ対策に関する評価項目を盛り込み、検証を   

行う。 

 

（２）検討 

  アンケートの評価項目をもとに、前期・後期学校評価会議において、その取組状況と防止効 

果を検討し、いじめ防止委員会に次年度の改善を促す。 

いじめ防止委員会は、年度末までに改善案を検討し、いじめ対策協議会及び学校評議員会に

報告する。 

いじめ対策協議会は、その改善案を協議・決定し、次年度の取組に反映させる。 
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別紙１ 
 

日常の指導体制（未然防止・早期発見） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係部主任、関係 HR担任 いじめ認知時 

 
 

◆委員長：第１教頭 

◆開催：定期(4月、2月) 

校長が必要と判断した場合 

◆構成員（い対協
＊
校内固定委員と同一） 

 

 
 
 

◆主な任務(い対協
＊

の補助組織としての任務) 

 ①学校いじめ基本方針の改訂案作成 

 ②年間指導計画案の作成とその実施 

 ③校内研修会の企画案作成とその実施 

 ④いじめが疑われる事案の事実確認と 

判断（生徒指導部と連携協力） 

  

いじめ防止委員会 
構成員：校内職員 

校内職員 

教頭(2)、生徒指導主事 

年次主任(3)、教育相談部主任 

情報担当教員、養護教諭(1) 

 

教頭(2)(ﾊｰﾄﾌﾙﾘｰﾀﾞｰ)、生徒指導主事 

年次主任(3)、教育相談部主任 

情報担当教員、養護教諭(1) 

情報 

交換 

 

情報 

共有 

指示 

助言 

早期発見の具体策 
 

全教職員で 
 

 情報収集・情報共有を図る  
 

１ 情報の収集 

①教員の生徒観察による気付き 

②養護教諭からの情報 

③生徒・保護者からの相談、訴え 

④定期アンケートの実施（5、10月） 

⑤アセスの実施・分析 

２ 情報の共有 

①いじめ防止委員会、生徒指導部、 

管理職への報告の徹底 

②職員会議、年次会議等での情報共有 

③配慮の必要な生徒一覧作成（4、8月） 

３ 相談体制の確立 

 ①相談窓口の設置・周知 

②クラス担任との面談 

③キャリアチューター面談 

（6、11月、随時） 

 

 

 

 

 

 

 

未然防止の具体策 
 

教育活動全体を通して 

 

 

 

１ 授業の充実、道徳教育の充実 
 ①ユニバーサルデザイン化された分かりやすい授業 

②全ての教科における人権教育や命の教育 

２ 特別活動の充実 

①ホームルーム活動、学校行事、生徒会活動 

②アサーションに関する講演会（5月） 

３ キャリア教育の充実 
①総合的な学習の時間でことばの力を育成 

４ 教育相談・特別支援の充実 

①キャリアチューター面談（6、11月、随時） 

②キャリアサポーター面談（随時） 

③学校生活支援委員会による組織的支援 

④サポートシート（個別支援計画）の作成 

５ 情報教育の充実 
①教科「情報」における情報モラル教育 

②ネットいじめに関する講演会（4月） 

６ 保護者・地域との連携 
 ①学校いじめ防止基本方針の周知 

 

 
 

◆最終意思決定者：校長 

◆開催：定期(4月)、重大事態発生時、 

校長が必要と判断した場合 

◆構成員 

 校長      ※校内固定委員 

 

 

 
                

 

             ※いじめ認知時

に追加 

臨床心理士、学校評議員 

◆主な任務 

①学校いじめ防止基本方針の作成・改訂 

②年間指導計画の作成 

 

 

いじめ対策協議会 
構成員：校内職員＋外部専門家

等 

教頭(2) (ﾊｰﾄﾌﾙﾘｰﾀﾞｰ)、生徒指導主事 

年次主任(3)、教育相談部主任 

情報担当教員、養護教諭(1) 

関係部長、関係HR 担任 

自己有用感、他者を思いやる心、コミュ

ニケ―ション能力、社会性を育成する 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

    

報(告)・連(絡) 

相(談)・記(録)の徹底 

学校いじめ防止基本方針 
※い対協＝いじめ 

 対策協議会 
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報 告 

指導助言 

別紙２ 

 

いじめ発生時の組織的対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

生 徒 指 導 部 

①情報収集・事実確認 

②関係者と情報共有 

 

 

 いじめ対策協議会の招集  
 

１ 最終意思決定者：校長 

２ 構成員（招集範囲は校長が判断） 

 校長、教頭(2)(ﾊｰﾄﾌﾙﾘｰﾀﾞｰ)、生徒指導主事 

年次主任(3)、教育相談部主任 

情報担当教員、養護教諭(1) 

関係部長、関係 HR担任、臨床心理士 

学校評議員(2) 

３ 主な任務 

 ①事実関係の確認・整理（再調査を含む） 

 ②指導方針の決定・実施 

  ・いじめを受けた生徒・保護者、いじめを

行った生徒・保護者への指導・支援 

     ※いじめを行った生徒の特別指導 

  ・一部観衆・傍観者への指導 

  ・全体（全校、年次、部、クラス） 

への指導 

 ③関係機関との連携 

④継続指導、経過観察 

⑤事態収束の判断 

⑥再発防止に向けての予防的取組 

いじめと疑われる事態の発生 

生徒指導主事 
教 頭 

(ﾊｰﾄﾌﾙﾘｰﾀﾞｰ) 
校 長 

生徒指導委員会：懲戒等の特別指導の 

        原案を作成する 

【いじめ対策協議会の 

招集が必要と判断】 【重大事態と判断】 

生徒指導部：各学期末に特別指導の     

有無を県教育委員会に報告する 

校
長
：
県
教
育
委
員
会
へ
速
や
か
に
報
告 

県教育委員会が調査主体を判断し、指導・支援 

調査主体：県教委 調査主体：学校 

県教委の指示に

従い、資料提出

など調査に協力 

いじめ対策協議

会を招集し事実

関係を確認、対

策を検討・実施 

指導・取組状況

を県教委に報告 

 

【 留意事項 】 
 

全ての過程におい

て、報(告)・連(絡)・

相(談)を徹底する。

また、収集・作成した

資料は、公開を前提

に時系列で記録し保

存する。 

 

初
期
対
応 

 

 重大事態とは  
 

①生命・心身又は財産に重大

な被害が生じた疑いがある

場合（生徒が自殺を企図し

た場合等） 
 

②相当期間学校を欠席する

ことを余儀なくされている

疑いがある場合（年間 30日

を目安。一定期間連続して

欠席している場合等） 
 

③生徒や保護者から、いじめ

を受けて重大事態に至った

という申立てがあった場合 

 

県教育委員会 

※事実関係を明確にする調査 

※いじめを受けた生徒及び保護者への情報提供 

いじめ防止委員会 



別紙３-1　いじめの予防（具体的計画）

年次ごとの実施計画 　【　】内は担当者　　いじめ防止委＝いじめ防止委員会

1 年 次 ２ 年 次 卒 業 年 次

授
業
・
道
徳
教
育

①授業のユニバーサルデザイン
化による、生徒の自己有用感の
育成　　　【教務部、全教員】

②全ての教科において、人権教
育や命を大切にする内容を授業
に盛り込む【全教科、全教員】

①授業のユニバーサルデザイン
化による、生徒の自己有用感の
育成　　　【教務部、全教員】

②全ての教科において、人権教
育や命を大切にする内容を授業
に盛り込む【全教科、全教員】

①授業のユニバーサルデザイン
化による、生徒の自己有用感の
育成　　　【教務部、全教員】

②全ての教科において、人権教
育や命を大切にする内容を授業
に盛り込む【全教科、全教員】

特
別
活
動

①ネットいじめに関する講演会
(保護者を含む）（４月）
【いじめ防止委、生徒指導部】

②ホームルーム活動「いじめに
　ついて考える」
（３時間、ｱﾝｹｰﾄ実施等）
　　　　　　　【生徒指導部】

①ネットいじめに関する講演会
(保護者を含む）（４月）
【いじめ防止委、生徒指導部】

②ホームルーム活動「いじめに
　ついて考える」
（３時間、ｱﾝｹｰﾄ実施等）
　　　　　　　【生徒指導部】

①ネットいじめに関する講演会
(保護者を含む）（４月）
【いじめ防止委、生徒指導部】

②ホームルーム活動「いじめに
　ついて考える」
（３時間、ｱﾝｹｰﾄ実施等）
　　　　　　　【生徒指導部】

総
合
的
な
学
習
の
時
間

①「クラス交流」
（４月：２時間）　【１年次】

②「インターネット等利用状況
　調査」（４月）
　　【いじめ防止委、１年次】

③「携帯、ネットの基礎知識」
（５月）【いじめ防止委、１年
次】

④「ソーシャルスキルトレーニ
　ング」（６月）　【１年次】

⑤生活体験作文発表会
（７月、９月）
　　　【生徒指導部、１年次】

⑥「命について考える」
（８月）　　　　　【１年次】

①「インターネット等利用状況
　調査」（４月）
　　【いじめ防止委、２年次】

②「ネットリスクについて」
（５月）【いじめ防止委、２年
次】

③「ソーシャルスキルトレーニ
　ング」（６月）　【２年次】

④生活体験作文発表会
（７月、９月）
　　　【生徒指導部、２年次】

⑤「命について考える」
（11月）　　　　　【２年次】

①「インターネット等利用状況
　調査」（４月）
　　【いじめ防止委、卒年次】

②「ソーシャルスキルトレーニ
　ング」（６月）　【卒年次】

③生活体験作文発表会
（９月）
　　　　　　　【生徒指導部】

④「仲間について考える」
（12月）　　　　　【卒年次】

教
育
相
談

①クラス担任との二者面談
（４月）　　　　　【１年次】

②キャリアチューター面談
（６月、11月）
　　　【教育相談部、全教員】

③アセスの実施、分析
（５月、10月）
　　　【教育相談部、１年次】

①キャリアチューター面談
（６月、11月）
　　　【教育相談部、全教員】

②アセスの実施、分析
（５月、10月）
　　　【教育相談部、２年次】

①キャリアチューター面談
（６月、11月）
　　　【教育相談部、全教員】

②アセスの実施、分析
（５月、10月）
　　　【教育相談部、卒年次】

保
護
者
対
象
・
そ
の
他

①「ネット携帯教室」
（３月、入学者説明会時）
　　　　　　　【生徒指導部】

②ＰＴＡ総会（４月）
　　　　　　　　　【渉外部】

③家庭訪問（夏季休業）
　　　　　　　　　【１年次】

④授業公開（10月）【教務部】

①ＰＴＡ総会（４月）
　　　　　　　　　【渉外部】

②インターンシップ（７月）
　　　【進路指導部、２年次】

③授業公開（10月）【教務部】

④三者面談（２月）【２年次】

①ＰＴＡ総会（４月）
　　　　　　　　　【渉外部】

②三者面談（７月）【卒年次】

③授業公開（10月）【教務部】
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別紙３－２　いじめの予防（いじめ防止プログラム）

月ごとの実施計画 いじめ防止委＝いじめ防止委員会

時期 実施内容等 対象 主管・実施主体等

通
年

・授業のユニバーサルデザイン化による、生徒の自己有用感の育成

・全ての教科において、人権教育や命を大切にする内容を授業に盛
　り込む
・生徒指導部会議
・部会議（午前部・午後部・夜間部）

全校生徒

全校生徒

生徒指導部教職員
各部教職員

教務部、ユニバーサルデザイン化
授業推進委員会、全教員
全教員

ハートフルリーダー
三部長

４
月

・学校いじめ防止基本方針の確認と共通理解（職員会議）
・第１回いじめ防止委員会
・ネットいじめに関する講演会
・インターネット等利用状況調査
・クラス交流
・クラス担任との二者面談
・ＰＴＡ総会

教職員
いじめ防止委員（校内）
全校生徒、保護者
全校生徒
１年次生徒
１年次生徒
保護者

教頭、いじめ防止委
教頭、ハートフルリーダー
いじめ防止委、生徒指導部
いじめ防止委、生徒指導部
１年次
１年次
渉外部

５
月

・いじめについて考える・アンケート実施等（ホームルーム活動）
・携帯、ネットの基礎知識（総合的な学習の時間）
・ネットリスクについて（総合的な学習の時間）
・アセスの実施、分析（ホームルーム活動）
・挨拶運動（登下校時）
・校内授業公開週間
・いじめ対策協議会

全校生徒
１年次生徒
２年次生徒
全校生徒
全校生徒
全校生徒・全教員
いじめ防止委員(校内)、
いじめ防止専門員、
いじめ対策協議会委員

いじめ防止委、生徒指導部
いじめ防止委、１年次
いじめ防止委、２年次
教育相談部、各年次
渉外部・保護者・全教員
教務部
教頭、いじめ防止委員

６
月

・ソーシャルスキルトレーニング（総合的な学習の時間)
・キャリアチューター面談（放課後）

全校生徒
全校生徒

教育相談部、各年次
教育相談部、全教員

７
月

・生活体験作文発表会準備（総合的な学習の時間）
・インターンシップ（夏季休業中）
・三者面談

１・２年次生徒
２年次生徒
卒年次生徒・保護者

生徒指導部、１・２年次、全教員
進路指導部、２年次担任
卒年次担任

８
月

・家庭訪問（夏季休業中）
・命について考える（総合的な学習の時間）

１年次生徒・保護者
１年次生徒

１年次担任
１年次担任

９
月

・いじめについて考える・アンケート実施等（ホームルーム活動）
・生活体験作文発表会

全校生徒
全校生徒

いじめ防止委、生徒指導部
生徒指導部、全教員

10
月

・いじめについて考える・アンケート実施等（ホームルーム活動）
・第２回いじめ防止委員会
・挨拶運動
・校内授業公開週間
・授業公開

全校生徒
いじめ防止委員（校内）
全校生徒
全校生徒・全教員
全校生徒・保護者・
近隣高校・中学校教員・
中学生等

いじめ防止委、生徒指導部
教頭、ハートフルリーダー
渉外部、保護者、全教員
教務部
教務部

11
月

・命について考える（総合的な学習の時間）
・キャリアチューター面談（放課後）

２年次生徒 ２年次担任

12
月

・アセスの実施、分析（ホームルーム活動）
・仲間について考える（総合的な学習の時間）

全校生徒
全校生徒
卒年次生徒

教育相談部、各年次
教育相談部、各年次
卒年次担任

１
月

・第３回いじめ防止委員会 いじめ防止委員（校内） 教頭、ハートフルリーダー

２
月

・三者面談 ２年次生徒・保護者 ２年次担任

３
月

・ネット・携帯教室（合格者説明会） 新入生・保護者 生徒指導部、教務部

-12-
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別紙４ いじめを受けている生徒・いじめを行っている生徒のサイン 

 

１ いじめを受けている生徒のサイン 

  いじめを受けている生徒は、自分から言い出せないことが多い。多くの教員の目で

場面に応じて観察し、小さなサインを見逃さないことが大切である。 

 

場   面 サ  イ  ン 

登校時・朝のＳＨＲ 

①理由が明確でない遅刻・欠席が増える。 

②教員と視線があわず、うつむいている。 

③体調不良を訴える。 

④提出物を忘れたり、期限に遅れる。 

⑤担任が教室に入室するまで、教室以外で過ごしている。 

授業中 

①保健室・トイレに行くようになる。 

②教材等の忘れ物が目立つ。 

③机周りが散乱している。 

④決められた座席と異なる席に着いている。 

⑤持ち物に汚れがある。 

⑥突然個人名が出される。 

⑦発言したときに、笑い声があがる。あるいは不自然に無反応

である。 

休み時間等 

①教室以外の場所にいることが多い。 

②ふざけ合っているが、表情がさえない。 

③衣服が汚れたりしている。 

④一人だけで清掃している。 

放課後等 

①慌てて下校する。または、用もないのに学校に残っている。 

②持ち物がなくなったり、持ち物にいたずらされる。 

③一人で部活動の準備、片付けをしている。 

 

２ いじめを行っている生徒のサイン 

  日頃から積極的に生徒の中に入り、コミュニケーションを増やし、以下のような状

況がないか確認する。 

 

 ①教室等で仲間同士集まり、ひそひそ話をしている。 

②ある生徒にだけ、周囲が異常に気をつかっている。 

③教員が近づくと、不自然に分散したりする。 

④自己中心的な行動が目立ち、ボス的存在の生徒がいる。 
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別紙５ 教室・家庭でのサイン 

 

１ 教室でのサイン 

  教室内がいじめの場所となっているようであれば、教員が教室にいる時間を増やし

たり、休み時間に廊下を通る際に注意を払う等、以下のようなサインを見逃さないよ

うにする。 

 

 ①嫌なあだ名が聞こえる。 

②特定の生徒の近くの席に座ることを嫌がる。 

③何か起きたとき、特定の生徒の名前が挙がる。 

④壁等にいたずら、落書きがある。 

⑤教室内が雑然としている。 

 

 

２ 家庭でのサイン 

  以下のサインが見られたら、学校と連携を図れるように保護者に伝えておくことが

必要である。 

 

 ①学校や友人のことを話題にしなくなる。話題にすると嫌がる。 

②学校や友人の不平・不満を口にすることが増える。 

③朝、起きてこなかったり、学校に行きたがらなくなる。 

④電話に出たがらなかったり、友人からの誘いを断ったりする。 

⑤不審な電話やメールがあったりする。 

⑥こそこそと電話やメールのやり取りをする。 

⑦友人関係が急に変わる。 

⑧部屋に閉じこもったり、家から出なかったりする。 

⑨理由が明確でない衣服の汚れや、ケガがある。 

⑩体調不良・食欲不振・不眠を訴える。 

⑪成績が下がる。 

⑫持ち物がなくなったり、いたずらされたりする。 

⑬家庭の金品がなくなる。 

⑭多額の金銭を欲しがる。 
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別紙６ 

いじめ問題発見のための定期アンケート（  月  日） 

 

   部  年  組  氏名           

 

 これは、あなたや友人たちが楽しく毎日をすごせるためにおこなう、「いじめ」の調査で

す。「いじめ」というのは、次のようなことです。 

  友人や知人に対する心理的な行為(言葉や無視等)、物理的な行為(暴力等)であって 

相手に心身の苦痛を感じさせるもの。（インターネットを通じて行われるものを含む） 

このアンケートは、※からの出来事を聞くものです。よく考えて質問に答えてください。

該当する項目に○を付け、また、(     )に記入してください。 

 

(１)あなたは、仲の良い友人がいますか？ 

  ・ いる (  )人ぐらい  ・いない 

 

(２)何か悩みがありますか？ 

・ ある  ・ない 

 

※あるに○を付けた人は、以下の質問に答えてください。 

 ないに○を付けた人は、（３）からの質問に答えてください。 

 

①どんなことで悩んでいますか？ 

  ・友人  ・家   ・勉強  ・その他(                        ) 

②そのことを誰に相談しますか？ 

  ・先生  ・友だち ・親 ・その他(               ) ・自分でなんとかする 

 

(３)心配事があって夜、眠れないことがありますか？ 

  ・ ある   ・ない 

 

※「ある」と答えた方、原因は何ですか?(                         ) 

 

(４)学校に行きたくない時がありますか？ 

  ・ ある   ・ない 

 

 ※「ある」と答えた方、原因は何ですか?(                        ) 

 

(５)あなたは、他の人がいじめられているのを見たことがありますか？ 

  ・ある  ・ない 

 

※あるに○を付けた人は、以下の質問に答えてください。 

   ないに○を付けた人は、（６）からの質問に答えてください。 

 

 ①そのいじめは、今も続いていますか？ 

  ・続いている  ・もう終わっている 

※ (５月アンケートでは )１年次は｢本校入学後｣、２年

次以上は｢前回のアンケート (昨年 12 月 )以降｣ 

※ (10 月アンケートでは ) ｢前回のアンケート (今年５

月 )以降｣ 
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 (６)あなたは、誰かにいじめられたことがありますか？ 

  ・ ある  ・ない 

 

※あるに○を付けた人は、以下の質問に答えてください。 

   ないに○を付けた人は、（７）の質問に答えてください。 

 

①そのいじめは、今も続いていますか？ 

  ・続いている  ・もう終わっている 

 

②｢お金を出せ｣と言われて取られたことがありますか？ 

  ・ ある  ・ない 

 

※「ある」と答えた方、いつですか（      ）誰からですか(              ) 

                        

③訳もなく殴られたり、蹴られたりしたことがありますか？ 

  ・ ある  ・ない 

 

※「ある」と答えた方、いつですか（      ）誰からですか(              ) 

                        

④無視や仲間はずれにされたり、悪口や陰口を言われたことがありますか？ 

  ・ ある  ・ない 

 

  ※「ある」と答えた方、いつですか（      ）誰からですか(              ) 

 

⑤自分の持ち物を取られたり、いたずらをされたりしたことがありますか？ 

  ・ ある  ・ない 

 

※「ある」と答えた方、その持ち物は何ですか(               ) 

 

⑥メール・ＳＮＳ等で悪口や嫌がらせのようなことを受けたことがありますか？ 

・ ある  ・ない 

 

 ※「ある」と答えた方、いつですか（      ）誰からですか(              ) 

 

 

(７)先生に伝えたいことがある人は、何でもいいですから書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 
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別紙７ 

いじめ問題発見のための緊急アンケート（  月  日） 

 

    部  年  組  氏名            

 

これは、あなたや友人たちの間で「いじめ」が起きているかどうかの調査です。よく考えて質問に答

えてください。該当する項目に○を付け、また、(     )に記入してください。 

 

(１)あなたは最近、誰かにいじめられていますか？ 

  ・ いる  ・いない       ※いるに○を付けた人は、以下の質問に答えてください。 

                    いないに○を付けた人は、（２）の質問に答えてください。 

 

①そのいじめの内容はなんですか？      （                    ） 

 

②それはいつですか？            （                    ） 

 

③そのいじめが行われた場所はどこですか？  （                    ） 

 

④いじめを行っていたのは誰ですか？     （                    ） 

 

(２)あなたは最近、他の人がいじめられているのを見たことがありますか？ 

  ・ ある    ・ない      ※あるに○を付けた人は、以下の質問に答えてください。 

                    ないに○を付けた人は、（３）の質問に答えてください。 

 

①そのいじめの内容はなんでしたか？     （                    ） 

 

②それはいつですか？            （                   ） 

 

③そのいじめが行われた場所はどこですか？  （                   ） 

 

④いじめを行っていたのは誰ですか？     （                   ） 

 

(３)その他に何かあれば書いて下さい。 

 

 

 

ありがとうございました。もう少し詳しい情報が必要となった場合には、協力をお願いします。 
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別紙８ いじめ対応の事実確認の流れ、具体的対応の流れ  

１ 事実確認の流れ 

（１）生徒（当事者・周り）からの訴え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保護者からの訴え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域などからの訴え 
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２ 具体的な対応の流れ 

 

（１）いじめを受けている本人からの訴えにより発覚した場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事実確認 

(いじめを行っ

ている生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。 

② いじめは決して許されないという毅然とした態度をとりながらも、生徒の

気持ちに寄り添いながら（共感的理解）、事実の確認に努める。 

③ 誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない。 

④生徒指導部を中心にいじめの内容を確認する。（誰に・いつ頃から・どんな

ふうに・金品に関して・暴力に関して） 

⑤ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

事実確認 

(いじめを受け

ている生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。今までつらい思いを

してきたことに対しての言葉掛け（共感的理解）と、申し出た勇気を認める。 

②訴えてきた生徒の安全を保障する。誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない。 

③ 生徒指導部を中心にいじめの内容を確認し、（誰に・いつ頃から・どんな

ふうに・金品に関して・暴力に関して）、いじめを受けている生徒の願い

（どうしてほしいのか、どうなってほしいのか・・・）を聞く。 

④ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

初期対応 

①相談を受けた教員は、速やかに生徒指導主事に連絡する。 

②生徒指導主事は、把握した内容を教頭・校長に報告する。 

③生徒指導部は、いじめ防止委員会と連携協力を図りながら事実確認を行う。 

保護者対応 

① 保護者に連絡・説明（家庭訪問または来校してもらう）する。 

② これからの取組の流れをいじめを受けた当事者（保護者）と確認し、保護

者の願いや思いを汲み取り、対応に関しての理解と協力を得る。 

具体的指導 

① 指導中のいじめを行った生徒・いじめを受けた生徒それぞれの様子の観察

を行い、保護者へ報告する。 

② 謝罪の場を設定する。 

③ ＨＲ活動等においていじめに対する啓発教育を行う。 

④ アンケートなど、いじめに対する取組を実施する。 

⑤ いじめを受けている生徒の変容や成長への支援をする。 

⑥ いじめを行っている生徒の認知の変容や成長に向けて指導をする。 

再発防止に向けての予防的な取組を実施する。 

① いじめ防止委員会がいじめと判断した場合、県教育委員会に報告し、指

導・助言を受ける。 

② 校長が必要と判断した場合、いじめ対策協議会を招集し、事実の（再）確

認をし、指導・対応を協議する。（いじめを行った生徒への指導・いじめを

受けた生徒のケア・学級等の集団指導・連携可能な関係機関の活用） 

③ 校長が重大事態と判断した場合、県教育委員会（場合によっては警察・児

童相談所などの関係機関）に報告する。 

④ いじめ対策協議会は対応の方向性と役割分担を決定し、以下の対応にあたる。

（加害生徒への指導・クラスや学年および所属部への指導・関係機関との連携） 

事実の判断 

と対応協議 

予 防 
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（２）いじめを受けている生徒の保護者からの訴えにより発覚した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事実確認 

(いじめを行っ

ている生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。 

② いじめは決して許されないという毅然とした態度をとりながらも、生徒の

気持ちに寄り添いながら（共感的理解）、事実の確認に努める。 

③ 誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない。 

④生徒指導部を中心にいじめの内容を確認する。（誰に・いつ頃から・どん

なふうに・金品に関して・暴力に関して） 

⑤ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

事実確認 

(いじめを受け

ている生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。今までつらい思いを

してきたことに対しての言葉掛け（共感的理解）と、気が付かなかった非を認

める。 

②生徒指導部を中心にいじめの内容を確認し、（誰に・いつ頃から・どんな

ふうに・金品に関して・暴力に関して）、被害生徒の願い（どうしてほしい

のか、どうなってほしいのか・・・）を聞く。 

初期対応 
①相談を受けた教員は、速やかに生徒指導主事に連絡する。 

②生徒指導主事は、把握した内容を教頭・校長に報告する。 

③生徒指導部は、いじめ防止委員会と連携協力を図りながら事実確認を行う。 

 

保護者対応 

① 保護者に連絡・説明（家庭訪問または来校してもらう）する。 

② これからの取組の流れをいじめを受けた当事者（保護者）と確認し、保

護者の願いや思いを汲み取り、対応に関しての理解と協力を得る。 

具体的指導 

① 指導中のいじめを行った生徒・いじめを受けた生徒それぞれの様子の観

察を行い、保護者へ報告する。 

② 謝罪の場を設定する。 

③ ＨＲ活動等においていじめに対する啓発教育を行う。 

④ アンケートなど、いじめに対する取組を実施する。 

⑤ いじめを受けた生徒の変容や成長への支援をする。 

⑥ いじめを行った生徒の認知の変容や成長に向けて指導をする。 

再発防止に向けての予防的な取組を実施する。 

① いじめ防止委員会がいじめと判断した場合、県教育委員会に報告し、指

導・助言を受ける。 

② 校長が必要と判断した場合、いじめ対策協議会を招集し、事実の（再）

確認をし、指導・対応を協議する。（いじめを行った生徒への指導・いじめ

を受けた生徒のケア・学級等の集団指導・連携可能な関係機関の活用） 

③ 校長が重大事態と判断した場合、県教育委員会（場合によっては警察・

児童相談所などの関係機関）に報告する。 

④ いじめ対策協議会は対応の方向性と役割分担を決定し、以下の対応にあた

る。（いじめを受けた生徒への指導・クラスや学年および所属部への指導・関係

機関との連携） 

 

事実の判断 

と対応協議 

予 防 

保護者からの 

訴え 

① 学校が把握できていなかった場合、素直に認めて謝罪をする。 

② 電話ではなく、直接会う機会をつくり、詳しく傾聴し（いじめを受けて

いた生徒に、いじめられている事実を学校が知っていることを告げて良い

か確認）、保護者の願いや思いを汲み取る。 
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（３）地域や他の保護者からの通報で発覚した場合 

 

 

 

 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。今までつらい思いを

してきたことに対しての言葉掛け（共感的理解）と、気が付かなかった非を認

める。 

②生徒指導部を中心にいじめの内容を確認し、（誰に・いつ頃から・どんな

ふうに・金品に関して・暴力に関して）、いじめを受けた生徒の願い（どう

してほしいのか、どうなってほしいのか・・・）を聞く。 

③ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

地域等からの 

通報 

① 連絡をいただけたことに感謝し、差し障りがなければ連絡をいただいた
方の氏名・住所・連絡先を伺う。 

② いじめの内容を聞き取り、いじめを受けている生徒・いじめを行ってい

る生徒の特定（所属・学年・部活動など）につながる情報を伺う。 

特定 

できた 

場合 

特定 

できない 

場合 

調査 所属部・学年などが特定できた場合、下記の「初期対応」に入る。 

事実確認 

(いじめを行っ

ている生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。 

② いじめは決して許されないという毅然とした態度をとりながらも、生徒の

気持ちに寄り添いながら（共感的理解）、事実の確認に努める。 

③ 誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない。 

④生徒指導部を中心にいじめの内容を確認する。（誰に・いつ頃から・どん

なふうに・金品に関して・暴力に関して） 

⑤ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

事実確認 

(いじめを受け

ている生徒) 

初期対応 

①相談を受けた教員は、速やかに生徒指導主事に連絡する。 

②生徒指導主事は、把握した内容を教頭・校長に報告する。 

③生徒指導部は、いじめ防止委員会と連携協力を図りながら事実確認を行う。 

保護者対応 
① 保護者に連絡・説明（家庭訪問または来校してもらう）する。 

② これからの取組の流れをいじめを受けた当事者（保護者）と確認し、保

護者の願いや思いを汲み取り、対応に関しての理解と協力を得る。 

具体的指導 

① 指導中のいじめを行った生徒・いじめを受けた生徒それぞれの様子の観察を

行い、保護者へ報告する。 

② 謝罪の場を設定する。 

③ ＨＲ活動等においていじめに対する啓発教育を行う。 

④ アンケートなど、いじめに対する取組を実施する。 

⑤ いじめを受けた生徒の変容や成長への支援をする。 

⑥ いじめを行った生徒の認知の変容や成長に向けて指導をする。 

再発防止に向けての予防的な取組を実施する。 

① いじめ防止委員会がいじめと判断した場合、県教育委員会に報告し、指

導・助言を受ける。 

② 校長が必要と判断した場合、いじめ対策協議会を招集し、事実の（再）

確認をし、指導・対応を協議する。（いじめを行った生徒への指導・いじめ

を受けた生徒のケア・学級等の集団指導・連携可能な関係機関の活用） 

③ 校長が重大事態と判断した場合、県教育委員会（場合によっては警察・

児童相談所などの関係機関）に報告する。 

④ いじめ対策協議会は対応の方向性と役割分担を決定し、以下の対応にあた

る。（いじめを行った生徒への指導・クラスや学年および所属部への指導・関係

機関との連携） 

事実の判断 

と対応協議 

予 防 
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（４）他の生徒からの訴えで発覚した場合 

 

 

 

  
他の生徒 

からの訴え 

① 申し出た生徒から落ち着いて安全な雰囲気の中で、話を傾聴する。申し出
た勇気を認め、感謝の思いを伝える。 
② 訴えてきた生徒の安全を保障する。 
（誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない） 

③ いじめの内容を聞き取る。 
（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関して・暴力に関して） 

 

事実確認 

(いじめを行っ

ている生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。 

② いじめは決して許されないという毅然とした態度をとりながらも、生徒の気

持ちに寄り添いながら（共感的理解）、事実の確認に努める。 

③ 誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない。 

④生徒指導部を中心にいじめの内容を確認する。（誰に・いつ頃から・どんな

ふうに・金品に関して・暴力に関して） 

⑤ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

事実確認 

(いじめを受け

ている生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。今までつらい思いを

してきたことに対しての言葉掛け（共感的理解）と、気が付かなかった非を認

める。 

②生徒指導部を中心にいじめの内容を確認し、（誰に・いつ頃から・どんなふ

うに・金品に関して・暴力に関して）、いじめを受けた生徒の願い（どうし

てほしいのか、どうなってほしいのか・・・）を聞く。 

③ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

初期対応 
①相談を受けた教員は、速やかに生徒指導主事に連絡する。 

②生徒指導主事は、把握した内容を教頭・校長に報告する。 

③生徒指導部は、いじめ防止委員会と連携協力を図りながら事実確認を行う。 

保護者対応 
① 保護者に連絡・説明（家庭訪問または来校してもらう）する。 

② これからの取組の流れをいじめを受けた当事者（保護者）と確認し、保護

者の願いや思いを汲み取り、対応に関しての理解と協力を得る。 

具体的指導 

① 指導中のいじめを行った生徒・いじめを受けた生徒それぞれの様子の観察

を行い、保護者へ報告する。 

② 謝罪の場を設定する。 

③ ＨＲ活動等においていじめに対する啓発教育を行う。 

④ アンケートなど、いじめに対する取組を実施する。 

⑤ いじめを受けた生徒の変容や成長への支援をする。 

⑥ いじめを行った生徒の認知の変容や成長に向けて指導をする。 

再発防止に向けての予防的な取組を実施する。 

① いじめ防止委員会がいじめと判断した場合、県教育委員会に報告し、指

導・助言を受ける。 

② 校長が必要と判断した場合、いじめ対策協議会を招集し、事実の（再）確

認をし、指導・対応を協議する。（いじめを行った生徒への指導・いじめを受

けた生徒のケア・学級等の集団指導・連携可能な関係機関の活用） 

③ 校長が重大事態と判断した場合、県教育委員会（場合によっては警察・児

童相談所などの関係機関）に報告する。 

④ いじめ対策協議会は対応の方向性と役割分担を決定し、以下の対応にあたる。

（いじめを行った生徒への指導・クラスや学年および所属部への指導・関係機関

との連携） 

 

事実の判断 

と対応協議 

予 防 
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（５）事件や問題行動から発覚した場合 

（暴行等を受けた背景にいじめがあった場合） 

 

 

 

 

 

 

 

  

事実確認 

(いじめを行っ

ている生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。 

② いじめは決して許されないという毅然とした態度をとりながらも、生徒の

気持ちに寄り添いながら（共感的理解）、事実の確認に努める。 

③ 情報提供者など誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない。 

④生徒指導部を中心にいじめの内容を確認する。（誰に・いつ頃から・どんな

ふうに・金品に関して・暴力に関して） 

⑤ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

事実確認 

(いじめを受け

ている生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。今までつらい思いを

してきたことに対しての言葉掛け（共感的理解）と、気が付かなかった非を認

める。 

②生徒指導部を中心にいじめの内容を確認し、（誰に・いつ頃から・どんなふ

うに・金品に関して・暴力に関して）、被害生徒の願い（どうしてほしいの

か、どうなってほしいのか・・・）を聞く。 

③ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

初期対応 
① 生徒指導主事は、把握した内容を教頭・校長に報告する。 

② 生徒指導部は、いじめ防止委員会と連携協力を図りながら事実確認を行う。 

保護者対応 
① 保護者に連絡・説明（家庭訪問または来校してもらう）する。 

② これからの取組の流れをいじめを受けた当事者（保護者）と確認し、保護

者の願いや思いを汲み取り、対応に関しての理解と協力を得る。 

具体的指導 

① 指導中のいじめを行った生徒・いじめを受けた生徒それぞれの様子の観察

を行い、保護者へ報告する。 

② 謝罪の場を設定する。 

③ ＨＲ活動等においていじめに対する啓発教育を行う。 

④ アンケートなど、いじめに対する取組を実施する。 

⑤ いじめを受けた生徒の変容や成長への支援をする。 

⑥ いじめを行った生徒の認知の変容や成長に向けて指導をする。 

再発防止に向けての予防的な取組を実施する。 

① いじめ防止委員会がいじめと判断した場合、県教育委員会に報告し、指

導・助言を受ける。 

② 校長が必要と判断した場合、いじめ対策協議会を招集し、事実の（再）確

認をし、指導・対応を協議する。（いじめを行った生徒への指導・いじめを

受けた生徒のケア・学級等の集団指導・連携可能な関係機関の活用） 

③ 校長が重大事態と判断した場合、県教育委員会（場合によっては警察・児

童相談所などの関係機関）に報告する。 

④ いじめ対策協議会は対応の方向性と役割分担を決定し、以下の対応にあたる。

（いじめを行った生徒への指導・クラスや学年および所属部への指導・関係機関

との連携） 

 

事実の判断 

と対応協議 

予 防 

事件等への 

対応 

① 落ち着いた安全な雰囲気の中で、怪我の状態を確認する。手当て・治療・

医療機関への搬入が必要な場合は、詳しく事情を聞く前に治療等を優先す

る。 

② 保護者へ怪我に関して連絡する。 
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（６）生徒指導上の問題行動（万引き・窃盗・恐喝）の背景にいじめがある場合 

 

 

問題行動等の 

対応 

① 問題行動に関して事実確認する。 

② 保護者に問題行動の事実に関して連絡する。 

③ 問題行動のいきさつを確認し（誰に強要されたか・金品に関しての流

れ）、いじめを受けた生徒の願い（どうしてほしいのか・・・）を聞く。 

④ いじめの被害生徒（問題行動を起こした生徒）の安全を保障する。 

事実確認 

(いじめを行っ

ている生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。 

② いじめは決して許されないという毅然とした態度をとりながらも、生徒の

気持ちに寄り添いながら（共感的理解）、事実の確認に努める。 

③ 誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない。 

④生徒指導部を中心にいじめの内容を確認する。（誰に・いつ頃から・どんな

ふうに・金品に関して・暴力に関して） 

⑤ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

事実確認 

(いじめを受け

ている生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。今までつらい思いを

してきたことに対しての言葉掛け（共感的理解）と、気が付かなかった非を認

める。 

② これまでの問題行動の内容を確認し、事実の背景を解明する。 

（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関して・暴力に関して） 

③生徒指導部を中心にいじめの内容を確認し、いじめを受けている生徒の願

いを聞く。 

④ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

初期対応 
① 生徒指導主事は、把握した内容を教頭・校長に報告する。 

② 生徒指導部は、いじめ防止委員会と連携協力を図りながら事実確認を行う。 

保護者対応 
① 保護者に連絡・説明（家庭訪問または来校してもらう）する。 

② これからの取組の流れをいじめを受けた当事者（保護者）と確認し、保護

者の願いや思いを汲み取り、対応に関しての理解と協力を得る。 

具体的指導 

① 指導中のいじめを行った生徒・いじめを受けた生徒それぞれの様子の観察

を行い、保護者へ報告する。 

② 謝罪の場を設定する。 

③ ＨＲ活動等においていじめに対する啓発教育を行う。 

④ アンケートなど、いじめに対する取組を実施する。 

⑤ いじめを受けた生徒の変容や成長への支援をする。 

⑥ いじめを行った生徒の認知の変容や成長に向けて指導をする。 

再発防止に向けての予防的な取組を実施する。 

① いじめ防止委員会がいじめと判断した場合、県教育委員会に報告し、指

導・助言を受ける。 

② 校長が必要と判断した場合、いじめ対策協議会を招集し、事実の（再）確

認をし、指導・対応を協議する。（いじめを行った生徒への指導・いじめを

受けた生徒のケア・学級等の集団指導・連携可能な関係機関の活用） 

③ 校長が重大事態と判断した場合、県教育委員会（場合によっては警察・児

童相談所などの関係機関）に報告する。 

④ いじめ対策協議会は対応の方向性と役割分担を決定し、以下の対応にあたる。

（いじめを行った生徒への指導・クラスや学年および所属部への指導・関係機関

との連携） 

 

事実の判断 

と対応協議 

予 防 
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別紙９ 生徒アンケート（インターネット等利用状況調査） 

インターネット等利用状況調査 

                  部  年  組 氏名             

※ 該当する項目に○をつけてください。 

１ インターネットに接続できる機器を持っていますか。 

 （  ）はい ⇒（○で囲む： 携帯電話 スマートフォン ゲーム機 パソコン ） 

 （  ）いいえ ⇒ ２～６は解答不要、次は７の質問に回答 

 

２ メールやインターネットの利用時間は１日平均でどのくらいの時間ですか。 

 （  ）～１時間      （  ）１時間～２時間 

 （  ）２時間～３時間   （  ）３時間以上 ⇒ （具体的に  時間くらい） 

 

３ ＳＮＳを利用したことがありますか。 

（ＳＮＳとは、mixi、GREE、Mobage、Ameba、Facebook、Twitter など） 

（  ）利用したことがない   （  ）利用したことがある（利用している） 

 

４ LINEや Skypeなどのインスタントメッセンジャーを利用したことがありますか。 

（  ）利用したことがない   （  ）利用したことがある（利用している） 

 

５ 携帯電話やスマートフォンなどにフィルタリングが設定されていますか。 

 （  ）設定されている     （  ）設定されていない 

 

６ メールやインターネットで、嫌な思いをしたり困ったりしたことがありますか。 

 （  ）ない 

 （  ）ある ⇒ ※ある場合は該当する項目を○で囲んでください。 

 悪口を書かれる  迷惑メール  不当請求や架空請求  ウイルス感染 

      その他（                             ） 

 

７ 個人情報の保護や肖像権等のインターネットを介して起きるトラブルについて理解し

ていますか。 

 （  ）理解している      （  ）理解していない 

 

８ インターネット等について、何か困っていることや悩んでいることがあったら書いて

ください。 

 

 

 

 

９ メール配信システム（学校からの緊急メール配信）に登録していますか。 

 （  ）登録している      （  ）登録していない 
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別紙１０ 保護者へのお知らせ（フィルタリング） 

 

保護者の皆様へ 

フィルタリングについて 

未成年者が携帯電話やスマートフォンを利用する場合には、原則として有害サイトアク

セス制限サービス（フィルタリングサービス）の提供を受けることになっていますので、

安心している保護者の方も多いと思います。 

 

 しかし、携帯電話会社のフィルタリングサービスの提供を受けただけでは、有害サイト

へのアクセスを防ぐことは不十分です。特にスマートフォンの場合、無線ＬＡＮ（Wi-Fi）

接続や、アプリから直接インターネット回線に接続した時に、フィルタリングが機能しな

いことがあります。 

 

 スマートフォンの場合は、携帯電話会社が提供している「機能制限アプリ」を利用する

ことによって、必要のないアプリの機能を制限し、より安全性を高めることができます。 

 

《 機能制限アプリは携帯電話各社から提供されています 》 

例）NTTdocomo   安心モード 

au       安心アプリ制限 

SoftBank    あんしん設定アプリ 

※ 機能制限アプリは無料で利用できますが、パケット定額サービスを利用していない場

合は、ダウンロード時にパケット通信料が高額になるおそれがあります。また、ダウン

ロード後に各種設定を行う必要があります。 

※ その他有料のセキュリティサービスがありますので、携帯電話会社やソフトウエアの

販売店などにご相談下さい。 

 

 

１ フィルタリングは、「新規」「機種変更」「他社のりかえ」のタイミングで！ 

２ フィルタリングにお任せではなく、保護者が確認しながら設定しましょう！ 

３ アプリの利用状況などの見守りには、市販のフィルタリングソフトが便利！ 

 

 

 フィルタリングが必要な理由  

○有害サイトの脅威から子どもたちを守る 

  ～ 違法サイト・出会い系サイト・アダルトサイト ～ 

○ウイルスの脅威から大切な情報を守る 

  ～ データの消失・個人情報の流出 ～ 

 

《《 フィルタリングをしていても、個別にアクセスの許可をすることができます。 》》 

《《 安易にフィルタリングを解除するのではなく、設定の変更を検討しましょう。 》》 

《《 家庭内でルールを作り、定期的に話し合いをして見直しすることが大切です。 》》 

ＳＴＯＰ 

いじめ・嫌がらせ 

不当請求・架空請求 


